
１．指名停止措置業者名及び所在地

商号又は名称 新明和工業株式会社

代表者職氏名 代表取締役 五十川龍之

主たる営業所の所在地 兵庫県宝塚市新明和町１－１

２．指名停止措置期間

令和７年１０月８日から令和８年２月７日まで

（４月）

３．指名停止措置理由

指名停止措置の公表

新明和工業株式会社は、特定特装車製品の販売価格を引き上げることに
ついて、他の事業者と共同で合意したことが、公共の利益に反して、我が国
における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限するも
のに当たり、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反す
るとして、令和７年９月24日に公正取引委員会より違反行為者と認定された
ため。

※該当条項
　越知町建設工事指名停止措置要綱第１条規定の別表第２の第６号（県外
における独占禁止法違反行為）に該当


